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１ 広島市・湯来町の概況 

(1) 歴史 

広  島  市 湯  来  町 

 

 広島市は、明治22年(1889年)４月、全国で最初

の市の一つとして市制を施行した。 

 その後、宇品港の築港、山陽鉄道の開通などに

より、我が国海陸交通の要衝として繁栄した。次

いで、明治27年(1894年)の日清戦争の開戦、明治

37年(1904年)の日露戦争の開戦により、広島市は

軍事拠点としての性格が強まり、中国地方の政

治・経済・文教・交通の中心都市として発展した。 

 その間、明治 37 年に、仁保島村の宇品島を市

域に編入したほか、昭和 4 年(1929 年)には、周辺

の仁保村ほか６町村と編入合併を行っている。 

 しかし、昭和20年(1945年)８月６日、世界最初

の原子爆弾により、焦土と化し、昭和 24 年(1949

年)施行の「広島平和記念都市建設法」により復興

を進め、昭和 30～31 年(1955 年～1956 年)にかけ

て戸坂村ほか２村を編入合併した。 

 また、昭和46年(1971年)の沼田町を皮切りに、

安佐町、可部町、祗園町、安古市町、佐東町、高

陽町、瀬野川町、白木町、熊野跡村、安芸町、矢

野町、船越町を昭和50年(1975年)までに編入合併

した。 

 昭和 55 年(1980 年)４月、全国で 10 番目の政令

指定都市に移行し、昭和60年(1985年)には五日市

町の編入合併を行い、人口100万人を超えた。 

 平成６年(1994 年)には、地方都市で初のアジア

競技大会を開催するなど、中四国地方の中枢都市

として、広域交通体系の整備など都市基盤整備を

推進し、賑わいと活力にあふれ、個性と魅力ある

都市「ひろしま」の創造に努めている。 

 

 

 湯来町は、昭和31年(1956年)9月30日、砂谷
さごたに

村、上水
か み み

内
のち

村、水内
み の ち

村の３村が合併して発足した。

町の名称は、町内外に広く親しまれている「湯来

温泉」の名をとった。 

旧砂谷村は、明治22年(1889年)、白砂
しらさご

村、葛原
つづらはら

村、伏
ふし

谷
だに

村が合併したものであり、農業を主とす

るが、特に酪農が盛んな地域として知られてい

る。また、昭和56 年(1981 年)分譲開始の「杉並

台」をはじめとする住宅団地や工業団地が造成さ

れ、広島市のベッドタウンとして発展している。 

旧上水内村は、明治22年(1889年)、多田
た だ

村、菅沢
すがざわ

村が合併したものであり、林業を主産業としてき

た地域です。地域にある「湯来温泉」は、昭和30

年(1955 年)、「国民保養温泉地」の指定を受ける

とともに、昭和41 年(1966 年)には国民宿舎「湯

来ロッジ」が建設され、広島県を代表する温泉地

として広く親しまれている。 

旧水内村は、明治22年(1889年)、和田
わ だ

村、麦谷
むぎたに

村、下
しも

村が合併したものであり、旧広島藩主浅野

氏の湯治場でもあった「湯の山温泉」は、湯来温

泉とともに「国民保養温泉地」に指定され、平成

6年(1994年)には「クアハウス湯の山」が開設し

いる。 

町では、多彩な資源を生かし、「自然と観光と

ベッドタウンの調和した田園都市」を目指して、

健康で、豊かな、活力とゆとりのある町づくりを

推進している。 
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(2)  基本構想・基本計画 

区    分 広  島  市 湯  来  町 

名 称 広島市基本構想 第３次湯来町長期総合計画（基本構想） 

都 市 像 国際平和文化都市 
自然と観光とベッドタウンの調和した田

園都市 

○広島のアイデンティティの形成 

１ 共に生きる人づくり・まちづくり 

(1) 平和都市にふさわしい人づくり 

(2) 協働の理念に基づくまちづくり 

(3) 人と自然が共生するまちづくり 

２ 個性と魅力ある都市「ひろしま」の

創造 

(1) 美しい都市景観の形成 

(2) 魅力ある都市空間の創造と賑わ

いの創出 

(3) 「ひろしま情報」の発信 

３ 世界への展開と広域的な交流と連

携の促進 

〔構想の目標〕 

・健康で、豊かな、活力とゆとりのある町

づくり 

 

〔施策の大綱〕 

１． 美しい自然と調和した町づくり 

２． 都市機能を備えた町づくり 

３． 健康で、豊かな、あたたかい心のか

よう町づくり 

４． 快適でゆとりのある住みよい町づくり 

５． 輝く未来に羽ばたく人づくり 

６． 希望と活力のある豊かな町づくり 

基本

構想 都市発展の 

基本方向・ 

基本理念等 

(1) 世界都市 HIROSHIMA の形成 

(2) 広域的な交流と連携の促進 

 

○施策の構想 

１ 平和をつくりだす、世界に開かれた

都市づくり 

２ 水と緑を生かした住みよい都市づ

くり 

(１) 環境と共生する都市の創造 

(２) 安全で、快適な美しい都市の形

成 

３ 生き生きと人が輝く都市づくり 

(１) 健康で、幸せに暮らせる社会

の形成 

(２) 豊かな人間性をはぐくみ、人が

輝く社会の形成 

４ 豊かさと活力を生みだす都市づくり 

(１) 活力ある広島経済の創造 

(２) 多様な活動と交流を支える活力

ある都市の創造 

 

名  称 第４次広島市基本計画 第３次湯来町長期総合計画後期基本計画 

策定時期 平成１１年（１９９９年）１１月 平成１４年（２００２年）３月 
基本

計画 
目標年次 平成２２年（２０１０年） 平成１７年度（２００５年度） 
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(3) 人口・面積等の概況 

区     分 単位 広  島  市 湯  来  町 備    考 

行政区域面積 742.03 162.87 平成 15 年 10 月 1 日 

都市計画区域面積 364.45 30.69         〃 面  積 

市街化区域面積 

 

ｋ㎡ 

 152.98 0.00         〃 

国勢調査人口 人 1,126,239 7,895 平成 12 年国勢調査 

住民基本台帳 

+外国人登録 

  （ ）は外国人登録者数 

人 
1,140,376 

(14,932) 

7,960 

(60) 
平成 16 年 2 月 29 日 

人口増加率 ％ 1.6 ▲ 4.1 
国勢調査 

(平成 12 年/平成 7 年) 

人口密度 
人／ 

ｋ㎡ 
1,518.4 48.5 平成 12 年国勢調査 

人  口 

人口集中地区人口 人 987,542 －         〃 

国勢調査世帯 460,422 2,713         〃 

世  帯 
住民基本台帳 

+外国人登録 

  （ ）は外国人登録者数 

世帯 485,685 

(8,051) 

3,037 

(31) 
平成 16 年 2 月 29 日 

年少人口指数（注 1） 21.8 22.4 

老年人口指数（注 2） 20.2 42.7 

従属人口指数（注 3） 42.1 65.1 

年齢構

成指数 

老 年 化指数（注 4） 

％ 

92.6 190.4 

平成 12 年国勢調査 

第 1 次産業（構成比） 7,352(  1.3) 302(  7.8) 

第 2 次産業（構成比） 136,824( 24.2) 1,453( 37.5) 

第 3 次産業（構成比） 411,140( 72.7) 2,108( 54.5) 

分類不能  （構成比） 10,171(  1.8) 7(  0.2) 

産業別

就業者

数 

合  計 

人（％） 

565,487(100.0) 3,870(100.0) 

        〃 

  （注）1  年少人口指数：15～64 歳人口に対する 15 歳未満人口の割合 

        2  老年人口指数：15～64 歳人口に対する 65 歳以上人口の割合 

        3  従属人口指数：15～64 歳人口に対する 15 歳未満人口と 65 歳以上人口の割合 

        4  老年化指数  ：15 歳未満人口に対する 65 歳以上人口の割合 
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国勢調査における人口と世帯数の推移

人  口 世帯数 人  口 世帯数

S45 541,998 176,027 6,311 1,848

S50 852,611 274,779 6,084 1,852

S55 899,399 317,033 6,012 1,877

S60 1,044,118 370,898 7,630 2,322

H2 1,085,705 405,415 8,002 2,484

H7 1,108,888 434,647 8,229 2,666

H12 1,126,239 460,422 7,895 2,713

※広島市の人口・世帯数は、調査時の市域による。（S46沼田・安佐、S47可部・祇園
S48安古市・佐東・高陽・瀬野川・白木、S49熊野跡・安芸、S50矢野・船越、S60五日市
と合併）

（注）  昭和４５年を１００とした伸び率

 区　　  分
広　　島　　市 湯 来 町

（単位：人，世帯）

人口伸び率

0

50

100

150

200

250

％

広島市 100 157 166 193 200 205 208

湯来町 100 96 95 121 127 130 125

S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12
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